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（令和 6年 1月 17日開催令和 5年度第 3回飛騨市公共交通会議資料） 

協議事項４．河合町・宮川町公共交通網の再編方針について 

 

１．現 状 

現  状  現在の河合町・宮川町における公共交通網は、ＪＲ高山本線を幹線と位置づけ、角川駅あるいは

坂上駅、打保駅にてＪＲと接続できる時間帯に市営バスが運行する体系となっている。また、各町

内の移動については、令和２年 10月の再編により利用の少ない定時定路線を減便し、代わりに乗

合タクシーを含む予約便を拡充したところである。それ以降、定時定路線の利用者は減少し、乗合

タクシーの利用者が増加傾向にある。 

●運行本数 

路線名 H27.10 R2.10 

桃源郷線 ８本（毎日運行） ９本 

稲越線 16本（毎日運行） ８本（内予約便：4本）※すべて平日運行に変更 

月ヶ瀬線 17本（毎日運行） 12本（内予約便：4本）※月ヶ瀬～天生田中前はすべて予約区間 

宮川線 14本（毎日運行） 11本（内予約便：3本）※すべて平日運行に変更 

河合宮川乗合タクシー １台（毎日運行） ２台  

ポニーカー 1台 H30年度廃止 

稲越乗合タクシー - １台 稲越線減便の代替手段として運行開始 

●利用人数（単位：人） 

路 線 名 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

桃源郷線 4,955 4,788 3,491 3,390 3,647 4,676 

稲越線 1,060 918 829 200 108 61 

月ヶ瀬線 2,669 3,030 2,323 1,361 1,274 1,245 

宮川線 2,382 1,847 1,192 1,390 1,017 969 

河合宮川乗合タクシー 1,610 1,972 1,673 2,153 2,783 3,002 

稲越乗合タクシー - - - 835 862 1,183 

●地域内の状況 

区 分 河 合 町 宮 川 町 

スーパー 薮下商店（角川） なし 

病 院 河合診療所（角川） 宮川診療所、杉原診療所※杉原は月・木 

金 融 JAひだ河合支店（角川）、郵便局（角川） JAひだ宮川支店（林）、郵便局（打保） 

学 校 河合小学校、中学校は古川中学校へ 宮川小学校、中学校は古川中学校へ 
 

検討状況 ・令和５年度重点地域として河合町・宮川町内の路線について検討 

・各地域との意見交換会を実施（詳細は次ページ以降） 

・河合町・宮川町公共交通網再編案を策定 

・市内運行事業者及びＪＲ東海との調整中 
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２．各地域との意見交換会 

 

 ８月～11月にかけて、町内各地域及び高齢者サロンにて意見交換会を実施 

地域 開催日 場所 参加人数 備考 

宮川町よらまいか（全地域） 8月 23日 宮川振興事務所 18人 サロン 

つながる喫茶 10月 30日 JAひだ河合支店 12人 サロン 

河合町元田 10月 30日 元田公民館 8人  

河合町天生 10月 31日 森林体験施設 16人  

河合町稲越 11月 1日 友雪館 6人  

河合町羽根 11月 13日 羽根公民館 9人  

河合町角川 11月 16日 河合町公民館 5人  

もみじカフェ（稲越） 11月 29日 友雪館 10人 サロン 

 

 

●意見交換会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河合町天生 河合町羽根 

よらまいか つながる喫茶 
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３．意見交換会での主な意見（抜粋） 

 

①月ヶ瀬方面、宮川方面から古川駅まで乗換なくバスで行けるようにしてほしい【稲越を除く地区】 

②乗合タクシーで古川まで行けるようにしてほしい【宮川】 

③乗合タクシーの営業時間を延ばしてほしい【宮川】 

④バスは無くなっても乗合タクシーは残してほしい【稲越】 

⑤乗合タクシーの予約が重なり、利用したい時間に利用できないこともある【宮川・稲越】 

⑥月ヶ瀬線（月ヶ瀬～天生）までの区間はなぜ予約しなければいけないのか。予約不要な便が欲しい。【天生】 

⑦月ヶ瀬線の予約時間の締め切りが早い（前日 17時まで）当日予約でも乗れるようにできないか【天生】 

⑧月ヶ瀬線は、角川駅 9:43発の便に接続する便がないので、乗合タクシーを利用している【羽根・天生】 

⑨基本的におでかけしたい時間帯は午前中【全】 

⑩現在の JRの時刻では、通院の後買い物は難しい【角川】 

⑪高山への病院へ行った場合に帰りの JRがないので不便【宮川・角川】 

⑫坂上駅から JRに乗る場合は跨線橋を渡る必要があるので、角川駅から乗り換えている【宮川】 

⑬古川駅の周辺は何もないから、行ってもしょうがない【角川・宮川】 

⑭移動販売は値段が高いから古川まで行って買い物している【元田・天生】 

 

●移動の状況 

区分 河 合 町 宮 川 町 

買物 古川町内（駿河屋、うえの） 

移動販売の利用（JA、薮下商店） 

※移動販売は元田まで（天生にはいかない） 

移動販売車や生協の利用 

駅周辺に商店がないため古川や高山へ行く頻度

は少ない 

通院 河合診療所 

古川町内（かじ眼科、玉舎クリニック） 

高山市内（日赤、久美愛病院） 

※頻度はそれぞれ変わらない 

宮川診療所 

古川町内（かじ眼科、玉舎クリニック） 

高山市内（日赤・久美愛病院） 

富山市（大沢野） 

※宮川診療所の頻度が多い 

その他 床屋は河合になく、古川までいく  

 

 

４．意見交換を通してみえてきた状況や課題 

 

 河合地区…通院・買い物は古川中心であること（古川町が生活圏である） 

 宮川地区…古川・高山への移動頻度は、坂上駅を中心として南部の地域ほど多くなり、北部の地域ほど少な

い北部は富山方面への移動がある 

 共通事項…移動したい時間は午前中であること 

古川・高山方面へ出かける際にＪＲ便だけでは不便（特に帰りの時間帯）であること 
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飛騨古川駅周辺では買い物ができない 

      乗合タクシーの運行は、非常に助かっている 

 

 

 

●JR高山本線のダイヤ 

各駅→古川→高山   Ａ Ｂ Ｃ    

杉原駅（発） 5:26 6:17 6:57 9:21 11:30 15:18 17:27 20:51 

打保駅（発） 5:31 6:22 7:02 9:26 11:42 15:23 17:32 20:56 

坂上駅（発） 5:42 6:33 7:13 9:37 11:53 15:46 17:48 21:07 

角川駅（発） 5:48 6:39 7:19 9:43 11:59 15:52 17:54 21:13 

飛騨古川駅（着） 6:02 6:53 7:33 9:57 12:13 16:06 18:08 21:27 

高山駅（着） 6:19 7:11 7:51 10:14 12:30 16:27 18:27 21:45 

高山→古川→各駅   Ｄ Ｅ Ｆ     

高山駅（発） 5:31 7:40 9:40 12:01 16:02 17:51 19:51 20:55 22:52 

飛騨古川駅（発） 5:47 8:03 9:57 12:23 16:20 18:09 20:08 21:12 23:09 

角川駅（着） 6:01 8:16 10:10 12:35 16:33 18:29 20:21 21:26 23:22 

坂上駅（着） 6:07 8:22 10:17 12:41 16:39 18:35 20:27 21:32 23:28 

打保駅（着） 6:18 8:33 10:27 12:52 16:49 18:45 20:38 21:43 ・・ 

杉原駅（着） 6:26 8:39 10:33 12:57 16:55 18:50 20:44 21:48 ・・ 

●ＪＲ利用のパターン 

高山市内へのおでかけ：【行き】 Ａ便 【帰り】 Ｅ便、Ｆ便 

古川町内へのおでかけ：【行き】 Ｂ便 【帰り】 Ｅ便、Ｆ便 

〇古川・高山へ通院する場合 

【行き】 

・Ａ便で古川へ通院するには、時間的に早いがＢ便では逆に少し遅い 

・Ａ便で高山へ通院には、ちょうど良い時間 

【帰り】 

・Ｂ便で古川・高山へ行った場合には、Ｅ便は早い 

 ・Ｅ便に乗れないとＦ便まで待たなくてはいけないため、できるだけＥ便に乗りたい 

 

５．再編方針 

主な編成事項 

 

① 河合町・宮川町から古川町までＪＲ高山本線だけではおでかけしにくい状況であることから、

ＪＲの空白時間帯おいて、飛騨古川駅までの市営バスを運行する 

 飛騨古川駅までの区間は、路線の新設ではなく既存路線である月ヶ瀬線、宮川線を延伸させる

形でのバス運行とする。 

 また、飛騨古川駅到着後の運行については、病院デマンド便を運行する 

② ①を運行する代わりに利用の少ない午後便は廃止し、各乗合タクシーがカバーする 

  利用が少ない便であっても、スクールバス混乗便となっている便については現状維持 
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③ 地域に精通した集落支援員と連係し、各集落単位での利用希望時間を収集、予約状況を調整

しながら、乗合タクシーのさらなる利便性向上を図る。 

再編予定時期 具体的な内容は、令和６年６月または８月の公共交通会議にて協議し、令和６年 10 月１日

改正を目指す 

 


